
命どぅ宝＜市民が育てる
「チェルノブイリ法日本版の会
＞のうぶ声をあげるにあたって

―全ての希望の扉をたたき、開
き、注ぎ込む――

２０１８年２月２５日

柳原敏夫

http://farawayfromradiation.blogspot.jp/2018/02/blog-post.html


チェルノブイリ法日本版のエッセンス（自己紹
介）

おまえのは概念法学だ。子どもの命
が危ないのに救済しなくてよいはず
はない。原子力ムラではそう考えな
いと言ったって、そんなことは理由に
ならない。問題の実質をよく見ろ。そ
のようなばかばかしい理由づけをす
るなど、もってのほかである。そんな
ことをするような人間は法律家をや
めてしまえ。 参考：末弘厳太郎

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A6%82%E5%BF%B5%E6%B3%95%E5%AD%A6
http://farawayfromradiation.blogspot.jp/2018/02/blog-post_23.html


魂の渇望の探求（自己紹介）

「世界の栄光のすべては、一粒のトウ
モロコシの中に詰め込まれている」

（ホセ・マルティ ）

「福島と日本の希望のすべては、一つ
のプロジェクトの中に詰め込まれてい
る。それがチェルノブイリ法日本
版。」

３．１１で被ばくした子どもたちを救
えないようでは、日本はおしまい。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%BB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3


2005年の新潟・遺伝子組換えイネ野外実験裁判

http://ine-saiban.com/index.htm




禁断の科学裁判公式ＨＰ

http://ine-saiban.com/index.htm


新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例
→ 着手から半年で条例制定が実現

http://www.pref.niigata.lg.jp/nogyosomu/1222970561636.html


•ふくしま集団疎開裁判

＜平成の一向一揆＞

唯一報道したＴＶ番組

https://fukusima-sokai.blogspot.jp/p/2011420131.html
http://1am.sakura.ne.jp/Nuclear/110624NEWS23.mp4


2013年４月24日仙台高裁判決

https://fukusima-sokai.blogspot.jp/2013/04/blog-post_29.html












３１１以後の異常事態

• 象徴する出来事＆人物

◆２０１１．４．１９文科省
２０ミリシーベルト通知

◆山下俊一長崎大教授
↑

２つの共通点：チェルノブイリ事故から
学び尽くしていること。

http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1305173.htm


文科省

• チェルノブイリ事故からの教訓

ウクライナ共和国政府の学童疎開の決
定を日本ではさせない。

• 法的なクーデタの実行者

お友だち、国際放射線防護委員会
(ICRP)の２００７年勧告を大義名分



山下俊一長崎大教授

・放射線の影響は、実はニコニコ
笑ってる人には来ません。クヨク
ヨしてる人に来ます。

・皆さん、マスク止めましょう。

・『いま、いわき市で外で遊んでい
いですか』『どんどん遊んでい
い』と答えました。



３１１以前の山下俊一氏
• ポーランドにも、同じように放射性降下物が
降り注ぎましたが、環境モニタリングの成果
を生かし、安定ヨウ素剤、すなわち、あらか
じめ甲状腺を放射性ヨウ素からブロックする
ヨウ素をすばやく飲ませたために、その後、
小児甲状腺がんの発症はゼロです。（2009年
「放射線の光と影」５３７頁）

• 最後に、チェルノブイリの教訓を過去のもの
とすることなく、「転ばぬ先の杖」としての
守りの科学の重要性を普段から認識する必要
がある。（2000年２月29日「チェルノブイリ
原発事故後の健康問題」）

https://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/3229.html
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/tyoki/bunka5/siryo5/siryo42.htm


３１１以後の山下俊一氏

・国の基準が20ミリシーベルトという事
が出された以上は、 我々日本国民は日本
国政府の指示に従う必要がある。

・日本という国が崩壊しないよう導きた
い。チェルノブイリ事故後、ウクライナ
では健康影響を巡る訴訟が多発し、補償
費用が国家予算を圧迫した。そうなった
時の最終的な被害者は国民だ。



私たちの願い

至ってシンプル

• ３１１以後の異常事態をただしたい

• 放射能災害において「命こそ宝」とい
う大原則を取り戻したい。

↑

• これがチェルノブイリ法日本版制定の
エッセンス



◆日本国家を守るために採用している原
理原則を、日本国民を守るためにも採
用すべき。

◆自然災害からの救済で採用している原
理原則を、人災である放射能災害から
の救済でも採用すべき。

◆通常の人災で採用している原理原則を、
過酷人災である放射能災害でも採用す
べき。



◆外国からの人災(戦争)で採用した原理原
則を、国内の人災（放射能災害）でも
採用すべき。

◆福島原発事故で福島の自治体の首長や
幹部は我が子・我が孫を守るために予
防原則の立場から県外避難を実行。こ
の原則を福島の一般市民の子どもにも
適用すべき。



チェルノブイリ法とは
• チェルノブイリ原発事故後、被ばくによる健
康被害が激増した５年目に被害者の要求を受
けて、１９９１年、世界標準といわれる住民
避難基準を定めた法律がソ連で制定、ソ連崩
壊後３国（ウクライナ、ベラルーシ、ロシ
ア）に引き継がれた。原発事故に対する国家
の責任（被害の補償責任）を明記し、原子力
事故から住民及び原発労働者の命と健康を守
るための、いわば原子力事故に関する世界最
初の人権宣言。



郡山市



市民立法とは
議員任せ、職業的政治家任せではなく、市民自
らが主導権を発揮し制定を実現するもの。

◆市民主導による制定に至るロードマップ

モデル：１９９９年成立した情報公開法

①「情報公開法を求める市民運動」(市民団体）
の結成

②『情報公開権利宣言』と条例モデルの起草

③．②の宣言・モデルを具体化した条例を日本
各地で制定するための条例制定運動と条例制定

④．③の成果を元に、国法の情報公開法の制定

http://clearinghouse.main.jp/wp/?page_id=23


市民立法の原動力

◆私たち市民ひとりひとりにある。

まず、チェルノブイリ法日本版を作りたいと願
うこと。

願いが生まれなければ何も始まらない。

願いが、問題を解決する力を授けてくれる。

映画「ロレンツォのオイル/命の詩」

難病の息子の病気を治そうと取り組んだ夫婦

・汚染地に住む市民の声（←明日の私たちの
姿）

http://song-deborah.com/questionnaire/161105-1&4.pdf


私のモデル

・ 「神も仏もいない」沖縄戦の惨状の９
中から「命こそ宝」を貫こうとした沖
縄の農民阿波根昌鴻さん

・ １９６４年の三島・沼津の「石油コン
ビナート反対」の市民運動

・木を植えた男 菅原文太

http://anotherreconstruction.blogspot.jp/2018/02/blog-post_4.html


沖縄の農民阿波根昌鴻さん



三島・沼津の「石油コンビ
ナート反対」の市民運動

その成果→①公害対策の性格がそれまでのお役
所への陳情から、民主主義の権利を主張して自
治体改革の市民主導の運動に転換。
②三島市・沼津市の環境を守ったばかりか、日
本全体の環境保全に舵を切る転換となり、日本
ばかりか世界の公害防止のさきがけとなるよう
な、画期的な法整備を引き出した。
やり方→地元高校教師らが石油コンビナート進
出の環境影響を調査、大気汚染水汚染の公害の
可能性が判明。住民はこの報告書で公害の学習
会を３００回開催。四日市等現地調査し、その
結果、多くの市民が政府の地域開発計画に反対。



菅原文太



共に木を植え、育てましょう

「木を植えた男」より

https://www.youtube.com/watch?v=7Rn6trL3-54

